
　　市長定例記者会見の概要（令和3年第2回市議会定例会ほか）　
5月27日、14:00～、201会議室
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(1)ワクチン接種体制の強化について

(2)スキー教室代替行事への支援

2

3

 令和3年第2回市議会定例会(6月2日に召集)について概要説明を行いました。
 続いて下記項目を発表。

立川市新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対応方針（第4弾）について　(1)～(5)を主な取り組みとして説明

【空家等対策事業】不在者財産管理人制度の活用とマニュアル作成について

アール・ブリュット in 昭和記念公園～アール・ブリュット立川×若手アーティスト×花とみどり

(3)2021年新成人対象交流事業の検討

(4)立川市中小企業事業資金融資あっせん制度における新制度「新型コロナウイルス感染症対策特別借換資金
　（4号型・5号型）」について

(5)「たちかわ電子図書館」における児童書の拡充と、市立小中学校の全児童・生徒への電子図書館利用カード
　の交付について



立川市
新型コロナウイルス感染症にかかる
緊急対応方針（第４弾）

令和３年5月25日

資料1



はじめに

本市では、令和２年度に３回の緊急対応方針を決定し、新
型コロナウイルス感染症対策に取り組んでまいりました。

令和３年４月以降における東京都を含む一部地域での緊急
事態宣言の再発出・延長、ワクチン接種体制等の整備の必
要性、感染力の強い変異株への対応などの社会情勢の変化
に対応する必要があります。

そのため、事業の一部前倒しを含む第４弾の緊急対応方針
を定め、取り組みを拡充してまいります。
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緊急対応策としての４つの柱

1. 医療機関等との連携による感染拡大防止の推進

2. 子育て世帯・子ども・新成人等への緊急支援

3. 地域経済・地域活動団体等への緊急支援

4. コロナ禍の社会変容・デジタル化への対応

→これらの支援を着実に実行するために、事業の一部を前倒しして実
施するとともに、速やかに補正予算案を提出し取り組んでまいります。
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~“オールたちかわ”でこの難局を乗り越えるための緊急対応・第４弾~



１医療機関等との連携による感染拡大
防止の推進

■ 障害や介護福祉サービス等を運営する事業者支援 （予算化済み）

→令和２年度に引き続き、PCR検査などを実施する障害福祉サービス事業所等に、検査
費用等を補助します。
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拡充■ ワクチン接種体制の強化
（一部予算化済み、5/21専決補正 約2億6,700万円、補正予算案 約9,500万円）

→ワクチン接種をスムーズに実施するため、コールセンター等の充実を図ります。

■ 在宅要介護者受入体制整備支援 （予算化済み）

→令和２年度に引き続き、在宅で障害者や高齢者を介護している家族が病院等で療養と
なった場合に、ヘルパー派遣や一時的に施設入所できる体制整備を支援します。

R3新規

【主な継続取組】

 医療従事者への支援

 ふるさと納税「新型コロナ対応市内医療機関・医療従事者応援プロジェクト」

R3新規

→ワクチン接種会場への移動が困難な障害者に、既存のタクシー・リフトタクシー（福祉タク
シー）券助成事業に準じ、タクシー券を助成します。

→在宅療養者への訪問接種を実施します。



２子育て世帯・子ども・新成人等への緊急支援

■ 出産応援事業（都制度） （予算化済み）

→子育て世帯を支援するため、ひとり親世帯のうち児童扶養手当の支給対象者等やひと
り親世帯以外の令和3年度の住民税非課税の子育て世帯等に、児童一人あたり５万円を支
給します。

新規
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→コロナ禍において、子どもを産み育てる家庭を応援・後押しするため、令和３年１月
１日から令和５年３月31日までの間に出生した子どものいる家庭に対して、子ども１人
あたり10万円分の育児用品や子育て支援サービス等を提供する事業の一部を受託して実
施します。

新規■ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（国制度）
（一部予算化済み、補正予算案 約2億2,000万円）

■ ひとり親家庭向けの緊急支援（国制度）
→安定就労を通じた中長期的な自立支援のため、高等職業訓練促進給付金の給付要件を令
和３年度に限り緩和し、デジタル分野等の民間資格も対象とします。

新規



→11月開催の楽市の会場に新成人ブースを設置し、恩師メッセージの放映や写真撮影
コーナー、歩み年表掲示など行い、新成人がつどえる機会を設けます（内容調整中）。

新規
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新規■ 2021年新成人対象交流事業の検討

■ スキー教室代替行事への支援 （補正予算案 約490万円）

→令和２年度のスキー教室中止に伴う代替措置として、生徒の企画等による校外学習のた
めのバスを借り上げます。

■ コロナ禍における児童・生徒への心理的ケアの実施 （予算化済み）

→コロナ禍において様々な要因により、潜在的に心に不安を抱えている児童・生徒が増えてい
る状況を鑑み、心理的分析を導入して、支援が必要な児童・生徒を早期に把握し、組織的に児
童・生徒の心のケアを行います。

新規

【主な継続取組】

 就学援助世帯等への学習支援一時金の支給（新１年生向け）

 生理用品の無償配布



３地域経済・地域活動団体等への緊急支援

■ 地域経済活性化キャンペーン事業（都補助事業） （予算化済み）

■ 商店街への支援事業（市単独事業） （一部予算化済み・補正予算案 約120万円）

→令和２年度に引き続き、キャッシュレスサービス事業者と連携し、市内中小事業者の
売上浮揚のためキャンペーンを行います。

→新型コロナウイルス感染拡大防止の啓発ポスターを、一新して作成・配布します。ま
た、都の補助制度を活用して、感染拡大防止ガイドラインに沿った取り組みや物品等の
購入に対して補助を行います。
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R3新規

R3新規

→令和２年度に引き続き、商店街所有の装飾灯電気料について全額助成します。（市単独事業）

■ 新型コロナウイルス感染症対策特別借換資金の実施（市単独事業） 新規
→新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、既に市の制度融資を利用中の市内
中小事業者を対象に借換の特別メニューを実施します。

■ 文化芸術のまちづくり協議会への支援（市単独事業） （補正予算案 約210万円）新規
→立川文化芸術のまちづくり協議会を通じ、文化芸術活動を行っている市民団体への臨
時支援を行います。



４コロナ禍の社会変容・デジタル化への対応

■ オンラインによる高齢者の見守り対応 （補正予算額調整中）

■ 電子図書館サービスの拡充 （補正予算案 約640万円）

→地域包括支援センターを中心とした地域関係機関とのネットワーク会議、高齢者向け体操教室や認知
症カフェの開催等についてオンラインを活用していきます。介護者との相談支援についても、オンライ
ン面談等の準備を進めていきます。

→令和３年１月から開始した電子図書館サービスに児童書を中心に拡充し、児童・生徒
１人１台パソコンを活用した学校の学びと連携した取組を行います。
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新規

拡充

■ 地域学習館へのWi-Fi環境の整備の検討

→地域学習館へのWi-Fi環境整備に向けた検討を行います。

新規

■ セルフレジ導入、キャッシュレス決済への対応準備 新規
→納税等の非接触対応のためのセルフレジ導入、キャッシュレス決済への対応準備を行い
ます。



＊その他、感染拡大防止の取り組み

■ 国民健康保険傷病手当金及び国民健康保険料の減免

■ 各公共施設での手指消毒やパーテーションなどの物品購入

→令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状
があり感染が疑われる場合に傷病手当金の支給と保険料の減免を行います。

→感染拡大防止のための物品等を購入して適切に対応します。
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＊今後、状況変化により内容を変更する場合があります

R3新規



定例記者会見発表資料 
令和３年５月２７日（木） 

立川市総合政策部広報課 

発 表 項 目  ワクチン接種体制の強化について（緊急対応方針第４弾） 

 

【概要】 

①ワクチン接種をスムーズに実施するため、コールセンターの充実を図る 

本市では、現在 65 歳以上の高齢者のワクチン接種予約を電話とインターネットで受

け付けをしているが、電話については予約開始以降お問い合わせを含め、つながりに

くい状況が続いている。そのため、電話回線を６月 10 日ごろを目途に現在の回線を

倍増するとともに、１回のお申込みにつき通話料金がかからない「フリーダイヤル」を用

意する。  

 

②新たに大規模集団接種を実施  （ファイザー製ワクチン）  

現在の集団接種会場 7 か所に加え、６月 19 日 （土 ）・20 日 （日 ）、７月 17 日 （土 ）・18

日 （日 ）に、土曜日 １日 1 ,000 名、日曜日１日 2 ,000 名の計 6 ,000 名接種可能な大規

模接種を柴崎市民体育館で実施する。現在、医師会と調整し、７月末までの高齢者

接種の終了を図る。これに先立ち、６月 19 日 （土 ）と 20 日 （日 ）の２日間分 （3 ,000 名

分 ）を通常の予約に加え、６月 １日から電話 とインターネットで先行予約 を受け付け

る。  

 

③ワクチン接種会場への移動が困難な障害者に、既存のタクシー・リフトタクシー券

助成事業に準じ、タクシー券を助成  

・ワクチン接種会場への移動が困難な身体障害 者手帳 １級 から３級 、３級 は下

肢 ・体幹又は内部障害の方で障害の部位が単独で３級の方 、または愛の手帳１

度から２度の接種対象者の方に、往復分のタクシー券等の助成をする。  

・ワクチン接種にあたり、市への申請によりタクシー・リフトタクシー（福祉タクシー）助

成券 600 円分を２回接種往復分 （最大４枚まで）を郵送で交付する。  

・65 歳以上の方は既存のタクシー券等制度を活用できるので、所定の用紙で申請

後に追加分を郵送する。65 歳以上で新規に希望する方は、申請後郵送する。  

・64 歳以下の方については、今後のスケジュールが決まっていないが、事前に準備

を進めることで、円滑なワクチン接種を図る。  

・申請は 65 歳以上で新規希望の場合は、６月 10 日から郵送で受け付け。それ以

外は、今後のスケジュール確定後に申請受付開始日をお知らせする。  

 

④在宅療養者への訪問接種を実施  

65 歳以上の高齢者で重い病状や身体機能低下により外出が困難な在宅療養者

に対し、立川市医師会と訪問看護ステーションが連携して訪問診療の際に、ワク

チン接種を行うための調整を現在進めている。  
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【事業費】 

令和３年６月定例議会 補正予算案：約 9,500万円 

（一部予算化済み、5/21専決補正 約 2億 6,700万円） 

 

【ＰＲポイント】 

①～④の施策を通じて、ワクチン接種体制について、連絡等のつながりづらさの解

消と市民サービスの向上を図ります。  

※ 今議会で関係する議案・報告委員会： 

厚生産業委員会報告、補正予算議案 

 

添 付 資 料  有          無 

問い合わせ先 

①、②、④ 

福祉保健部 健康づくり担当課長 田村 信行 

電話：５２３－２１１１（内線）４７１０ 

③ 

福祉保健部 障害福祉課長 茅沼 孝治 

電話：５２３－２１１１（内線）１１５５ 



定例記者会見発表資料 
令和３年５月２７日（木） 

立川市総合政策部広報課 

 

発 表 項 目  スキー教室代替行事への支援（緊急対応方針第４弾） 

【概要】 

現在、市立中学校９校に通う中学２年生を対象に令和２年度のスキー教室中止

に伴う代替措置として、各学校の生徒の企画等による日帰りの校外学習のため、

バスを借り上げる。  

 

【事業費】 

令和３年６月定例議会 補正予算案：約 490万円 

 

【ＰＲポイント】 

新型コロナウイルス感染症による感染拡大の影響で、令和２年度の行事がほぼ

取り止めとなってしまった、当時中学 1 年生だった生徒 （現在の中学２年生約

1 ,260 名 ）たちが、自分たちで企画を立て、令和３年度中に日帰りの校外学習に取り組む。 

 

※ 今議会で関係する議案・報告委員会：  

なし 

添 付 資 料  有          無 

問い合わせ先 
教育部 指導課長 前田 元 

電話：５２３－２１１１（内線）２１３２ 
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定例記者会見発表資料 
令和３年５月２７日（木） 

立川市総合政策部広報課 

 

発 表 項 目  2021年新成人対象交流事業の検討（緊急対応方針第４弾） 

【概要】 

今年１月 11 日に予定していた「2021 年成人を祝うつどい」の会場開催を中止し

たことにより、友人等とのつどい、交流ができなかった新成人に対し、 11 月開催予定

の「たちかわ楽市 」会場に感染防止対策を図った上で新成人ブースを設け、恩師メ

ッセージの放映や写真撮影コーナー、歩み年表の掲示などを行い、新成人が友人

等とつどえる機会を設ける。  

 

【代替企画の概要】 

①実施日      11 月６日 （土 ）・７日 （日 ）  

②会  場      たちかわ楽市（※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、会場変更をする

こともあります） 

③内  容      恩師メッセージの放映、写真撮影コーナーの設置、歩み年表の掲示 

④周  知      案内はがき、市ホームページ、広報紙、ツイッター 

⑤感染防止対策  マスク着用、来場時の手指消毒、発熱症状のある方の来場禁止等 

 

【事業費】 

内容調整中 

 

【ＰＲポイント】 

撮影コーナーについては魅力のあるコーナーになるよう、７月から８月にかけて新成

人の意見を募集する。  

 

※ 今議会で関係する議案・報告委員会：  

厚生産業委員会報告 

添 付 資 料  有          無 

問い合わせ先 
子ども家庭部 子ども育成課長 竹内 佳浩 

電話：５２３－２１１１（内線）１１１０ 
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定例記者会見発表資料 

令和３年５月 27日（木） 

立川市総合政策部広報課 

発 表 項 目 

立川市中小企業事業資金融資あっせん制度における新制度『新型コロナ

ウイルス感染症対策特別借換資金（４号型・５号型）』について 

【概要】 
新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響が長期化している現状を踏

まえ、売上高が減少している中小事業者を対象に、新たに『新型コロナウイルス感

染症対策特別借換資金（４号型・５号型）』を期間限定で金融機関にあっせんする。 

既存の市借換制度よりも利率を低く抑え、さらに市の利子補給を厚く支援するこ

とで、市内事業者の資金繰りと経営の安定化を支援する。 

●対象となる事業者 

立川市内で同一事業を 1年以上営んでいる中小事業者等 

※法人は市内に 1 年以上本店の住所地があること、個人は市内に 1 年以上住所が

あること等、別途要件あり。詳細はあっせん制度の案内参照。 

 ●要件 

  ・立川市中小企業事業資金融資あっせん制度の基本要件を満たしていること。 

  ・立川市中小企業事業資金融資あっせん制度の資金を利用している事業者で、こ

の制度による融資を一本化して借り換えること。 

  ・借換元の資金は、市の中小企業事業資金融資あっせん制度のうち、令和３年５

月 31日以前に市に融資申請のあった資金とし、（４号型）は責任共有制度対象

外の資金、（５号型）は責任共有制度対象の資金のみを対象とする。 

  ・（４号型）はセーフティネット保証４号の認定、（５号型）セーフティネット保

証５号の認定を受けていること。 

●あっせん限度額 

  借換元となる融資の合計額＋500万円（上限 2,000万円） 

※４号型、５号型あわせて、上限を 2,000 万円とし、そのうち限度額 500 万円ま

でを追加融資に含めることができる。 

●貸付期間 

 10年以内（据置１年を含む） 

●利率（年率） 

1.6％（立川市負担率 1.1％、利用者負担 0.5％） 

※参考 既存の市借換制度の利率 

    2.2％（立川市負担率 0.7％、利用者負担 1.5％） 
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【事業期間】 
  令和３年６月１日(火)から 12月 28日(火)まで 

【事業のポイント】 

本市は、令和２年３月 16 日より、市の制度融資のメニューに期間限定の無利子

融資「新型コロナウイルス感染症対策特別資金」を追加するなど、市内中小事業者

の資金繰り支援に努めてきた。しかし、感染症の影響が長期化し、依然売上の回復

が順調に進まないなか、据え置き期間の１年が経過し元金償還が始まることで、経

営を圧迫する可能性があることから、期間限定で借り換えの特別メニューを新設

し、市内中小事業者の資金繰りと経営の安定化を引続き支援していく。 

 

添 付 資 料 
 

有      無 

問い合わせ先 
産業文化スポーツ部 産業観光課長 奥野 武司 

電話：５２３－２１１１（内線）２１５４ 



 

新型コロナウイルス感染症対策特別借換資金 

（４号型・５号型）のご案内 

立川市では、新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響が長期化している現

状を踏まえ、売上高が減少している中小事業者を対象に、新たに『 新型コロナウイルス

感染症対策特別借換資金（４号型・５号型）』を期間限定で金融機関にあっせんします。 

既存の市借換制度よりも利率を低く抑え、さらに市の利子補給を厚く支援することで、

市内事業者の資金繰りと経営の安定化を支援いたします。 
  

１．制度について 

 ４号型 ５号型 

概要 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少している市内事業者が、立

川市中小企業事業資金融資あっせん制度における既往融資の借換を行う場合にご利

用いただけます(※1)。 

対象 

① 立川市中小企業事業資金融資あっせん制度の基本要件を原則、満たしていること。 

② 立川市中小企業事業資金融資あっせん制度の資金を利用している事業者で、この

制度による融資を一本化して借り換えること。 

③ 借換元の資金(※2,3)は、市の中小企

業事業資金融資あっせん制度のうち、

令和３年５月 31 日以前に市に融資

申請のあった資金とし、責任共有制度

対象外の資金のみを対象とする。 

④ 新型コロナウィルス感染症に起因し、セ

ーフティネット保証４号(※4)の認定を

受けていること。 

③ 借換元の資金(※2,3)は、市の中小

企業事業資金融資あっせん制度のう

ち、令和３年５月31日以前に市に融

資申請のあった資金とし、責任共有制

度対象の資金のみを対象とする。 

④ 新型コロナウィルス感染症に起因し、セ

ーフティネット保証５号(※4)の認定を

受けていること。 

資金使途 運転資金 

あっせん 

限度額 

借換元となる融資の合計額＋500万円（上限 2,000万円） 

※４号型、５号型あわせて、上限を 2,000 万円とし、そのうち限度額 500 万円までを

追加融資に含めることができます。 

貸付期間 10年以内（据置 1年を含む） 

返済方法 元金均等償還 

利率（年率） 1.6％（立川市負担率 1.1％、利用者負担率 0.5％） 

信用保証料補助 無し 

（注）※１ 借換えは、１回限りとし、再借換えはできません。 

※２ 借換資金(旧名：事業再生一本化借換/借換・一本化資金) 及び短期特別資金は借換元

の資金の対象外です。 

※３ 対象の既存融資と同一の金融機関及び支店をご利用ください。 

※４ セーフティネット保証 4号又は 5号の認定とは、経済産業省の定める中小企業信用保険法第

２条第５項第 4号又は第５号の認定のことです。 



 

２．提出書類について 

① 中小企業事業資金あっせん申請書(第１号様式) １部 

② 市民税・固定資産税等納税証明書(最新年度納期経過分と前年度分) １ヶ月以内の原本 

【法人の場合】 ・法人市民税・固定資産税納税証明書 

 ・代表者の市民税・固定資産税納税証明書、非課税の方は非課税証明書 

【個人の場合】市民税・固定資産税納税証明書、最新年度が非課税の場合はあっせんできません 

③ 履歴事項全部証明書（取得後３ヶ月以内の原本または写し）１部（個人事業主の場合は不要） 

④ 確定申告書の写し １部  （法人の場合は不要）   

⑤ 残高証明書 １部 

⑥ 事業計画書<Ⅲ> 

⑦ 【４号型】セーフティネット４号認定書（有効期限内・写し可） 

【５号型】セーフティネット５号認定書（有効期限内・写し可・新型コロナウィルス感染症に起因） 

     ※セーフティネット保証の認定取得については、立川市ホームページ「セーフティネット保証について」を

ご覧ください。 

        

 ３．申請受付期間 

     令和３年６月１日（火）から令和３年 12月 28日（火）まで 
  

   ※セーフティネット４号又は５号の指定期間が終了した場合、申請受付を終了する場合がございますので、 

あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保証協会と金融機関が責任を共有することで中小企業者への融資や経営支援など、より一層適

切な中小企業支援を行っていくことを目的として、平成 19年 10月から責任共有制度が導入さ

れました。保証付融資については原則として保証協会が 100％保証していましたが、責任共有

制度導入後は金融機関が一定の割合（２割程度）を負担しています。 

原則として平成19年10月以降に保証申込をしたすべての保証が責任共有制度の対象となりま

すが、一部の保証では責任共有制度対象外となります。 

【責任共有制度対象外】（例示） 

・経営安定関連保証（セーフティネット保証）１号～４号及び６号 

・創業関連保証 

・小口零細企業保証制度 

 

 借換元となる既往融資が責任共有制度の対象外か、対象かについては、ご利用の金融機関

にご確認ください。 

 

責任共有制度について（東京信用保証協会「信用保証の手引き」より一部抜粋） 

 

【問合せ・申込み窓口】 

〒190-8666立川市泉町 1156-9 

立川市産業観光課商工振興係 

電話：042-528-4317（直通） 



定例記者会見発表資料 
令和３年５月２７日（木） 

立川市総合政策部広報課 

 

発 表 項 目 
「たちかわ電子図書館」における児童書の拡充と、市立小中学校の

全児童・生徒への電子図書館利用カードの交付について 

【概要】 

市立小中学校に通 う児童 ・生 徒が１人 １台 タブレットＰＣで「たちかわ電子図書

館 」を利用 し、読書 ・学習機会を得られるよう、電子図書館専用の利用カードを交

付するとともに、児童 ・生徒向けの電子書籍コンテンツを充実させる。  

 

【事業費】 

令和３年６月議会 補正予算 6,375千円 

            内訳 ・電子書籍コンテンツ代 6,000千円（約 1,200 コンテンツ） 

                ・利用カード作成代     375千円 

 

【利用開始日】 

令和３年１０月１日（金） 

 

【ＰＲポイント】 

・図書館に来館しなくても本 （電子書籍 ）を借りることができる「たちかわ電子図書

館 」で、児童 ・生徒向けの電子書籍を拡充。学習支援参考書、図鑑、児童文

学などが充実する。  

・立川市立の小学校及び中学校に在籍する児童 ・生徒  約 12 ,300 人に電子図

書館専用の利用カードを交付。１人 １台タブレットＰＣで電子図書館を利用でき

る。  

 

添 付 資 料  有          無 

問い合わせ先 
教育部 図書館長 池田 朋之 

電話：５２８－６８００ （内線）４８４０ 
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定例記者会見発表資料 

令和３年 5月 27日（木） 

立川市総合政策部広報課 

 

発 表 項 目 
【空家等対策事業】不在者財産管理人制度の活用とマニュアル作成

について 

【概要】 

 立川市では、管理不全空家等の状態を改善する手法として、民法第 25 条に定めら

れる不在者財産管理人制度を活用するとともに、その事務手続きについてマニュアル

化し、完成したマニュアルを広く公開する。 

 

【事業費（案）】 

令和３年６月議会 補正予算 300,000 円（先駆的空き家対策東京モデル支援事業補助

金を活用） 

 

【事業期間 or開始時期】 

令和３年６月からマニュアルの作成を開始し、令和３年度中に完成予定 

 

【ＰＲポイント】 

・都内自治体では初の取り組み 

財産管理人制度の手続きについて、活用の検討段階から申請手続き、経過をマニュア

ルとしてまとめ、広く公開するものは都内自治体では初の取り組みとなる。 

・実用性 

専門家に助言をもらいながら、職員が自ら手続きを進める過程で直面する課題等につ

いて記載するため、担当者が取り組むにあたってイメージしやすいものとなる。 

 

※今議会で関係する議案・報告委員会：総務委員会にて報告    

添 付 資 料 有         無 

問い合わせ先 
市民生活部生活安全課長 中島 弘陽  

電話：５２３－２１１１（内線）2140 
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定例記者会見発表資料 

令和３年 5月 27日（木） 

立川市総合政策部広報課 

 

発 表 項 目 
アール・ブリュット in昭和記念公園 

～アール・ブリュット立川×若手アーティスト×花とみどり～ 

【概要】 

アール・ブリュット立川は、障がいのある人自身も作家として生きる希望、社会参

加のきっかけとなっている作品等のＰＲ、展示を行っています。 

本展示会は、立川市、市民、公園、支援機関、障がいのある人たち、若手アーティ

スト、皆が力を合わせてアート展を実施します。障がいのある人もない人も共

に生きる社会、お互いに理解し明るく楽しく暮らせる社会の実現を体

現するイベントに、せひご注目ください。  

 

協賛金は現在も受け付け中 

 

【事業期間 or開始時期】 

令和 3年 6月 5日（土）～6月 28日（月） 

 

【ＰＲポイント】 

・2015 年より開催しているアート展。今回は 2020 東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会にあわせ、国営昭和記念公園花みどり文化センターにて開催。 

・アール・ブリュット作家や若手アーティストの作品の展示のほか、アートパフォー

マンス、音楽演奏会等も行う。 

・主な活動資金を協賛金等で賄いながら、実行委員会が主体性を持って、ボランティ

アで運営している。 

 

※今議会で関係する議案・報告委員会：    

添 付 資 料 有(チラシ)       無 

問い合わせ先 

■立川市産業文化スポーツ部地域文化課 比留間 

TEL 042-506-0012  FAX 042-525-6581 

■アール・ブリュット立川実行委員会 松嵜 

 TEL 080-4000-5197 
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